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１．開催日時  令和４年３月１１日（金） 

        午後１時３０分から午後３時１０分 

 

２．開催場所  市役所６階 大会議室 

 

３．定数及び現員  定数１９名 現員１９名 

 

４．出席委員  １５名 

議長  檜 垣 金 一    １１番  泉 水 厚 子  

１番  諏 訪 惠 昨    １２番  藤 﨑 茂 雄 

２番  山 倉 正 義    １３番  森 川 光 江  

３番  矢 﨑 光 二    １４番  小 川  繁   

５番  湯 浅 恵 介    １５番  秋 山 皓 一 

７番  木 村 知 子    １７番  菅 澤  茂 

９番  秋 間 伸 一    １８番  藤 崎  明 

１０番  石 井 孝 和     

 

５．欠席委員 ４名 ４番 大 竹  卓   ６番 諏 訪 和 惠 

８番 北 﨑 悦 夫 １６番 石 原  滿 

    

 

６．議事日程等 

第１ 議事録署名人の選出 

第２ 会議書記の任命 

第３ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第４号 農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明願について 

議案第５号 令和４年度第１次農用地利用集積計画の決定について 

議案第６号 あっせんの実施について 

議案第７号 令和４年度成田市農作業標準賃金及び機械作業標準料金の 

設定について 
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報告第１号 専決処分について 

報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第３号 農地利用状況調査の結果について 

報告第４号 農地法の許可を要しない農地転用について 

報告第５号 農地等の現況に関する照会について 

 

 

７. 出席した農業委員会事務局職員 

  事 務 局 長  井 上 裕 二 

農 地 係 長  鎌 形 清 人 

振 興 係 長  櫻 井   哲 

  主 査  髙 木 信 一 

  主     査  宮 内 孝 史 

   

８.傍聴人 

  ０人 
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○議長 ただ今の出席委員は、１５名です。 

  欠席委員は、４番大竹卓委員、６番諏訪和惠委員、８番北﨑悦夫委員、１６番石原

滿委員です。 

  定足数に達しておりますので、ただ今から第２１回成田市農業委員会総会を開会し、

直ちに会議に入ります。 

議案の審議に先立ちまして、２月の総会以降の農業委員会業務につきましては、 

お手元に配布しました「諸般の報告」のとおりでございます。ご了承願います。 

次に、議事録署名人の選出でございますが、慣例により議長において、５番 湯浅

委員、７番 木村委員の両名を指名いたします。また、書記に櫻井振興係長を任命し

ます。 

○議長 それでは、本日提案されます議案及び報告につきましては、 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第４号 農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明願について 

議案第５号 令和４年度第１次農用地利用集積計画の決定について 

議案第６号 あっせんの実施について 

議案第７号 令和４年度成田市農作業標準賃金及び機械作業標準料金の設定について 

報告第１号 専決処分について 

報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第３号 農地利用状況調査の結果について 

報告第４号 農地法の許可を要しない農地転用について 

報告第５号 農地等の現況に関する照会について 

以上、議案７件、報告５件でございます。 

 

○議長 それでは、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について、を提案

いたします。事務局より説明をお願いします。 

(井上事務局長の挙手あり) 

○議長 井上事務局長 

○井上事務局長 議案集３ページをお開き願います。 

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について、でございます。 

全体で９件の申請がございました。 
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① 売買でございます。５件の申請がございました。 

１番、大室にお住まいの譲受人が、宮城県富谷市にお住まいの譲渡人が所有する、

大室の田４筆、合計３，６３４平方メートルを売買により取得したいという申請でご

ざいます。譲受人の事由は、「譲渡人の希望による」というもので、取得後は自ら耕作

する旨の確約書が添付されております。譲渡人の事由は、「遠隔地で耕作できないため」

というもので、総会資料１ページに案内図がございます。 

２番、香取郡多古町にお住まいの譲受人が、馬乗里にお住まいの譲渡人が所有する、

大栄十余三の畑２筆、合計７，４９９平方メートルを売買により取得したいという申

請でございます。譲受人の事由は、「相手方の要望及び農業経営を拡大するため」とい

うもので、取得後は自ら耕作する旨の確約書が添付されております。譲渡人の事由は、

「高齢により耕作できないため」というもので、総会資料２ページに案内図がござい

ます。 

議案集４ページでございます。 

３番、新妻にお住まいの譲受人が、千葉市中央区に事務所を構える破産管財人が管

理する、新妻の田１筆、１，２１６平方メートルを売買により取得したいという申請

でございます。譲受人の事由は、「譲渡人の希望による」というもので、取得後は自ら

耕作する旨の確約書が添付されております。譲渡人の事由は、「破産管財業務のため」

というもので、総会資料３ページに案内図がございます。 

続きまして４番、香取市にお住まいの譲受人が、茨城県土浦市及び船橋市にお住ま

いの譲渡人が所有する、官林の畑２筆、合計５，１０５平方メートルを売買により取

得したいという申請でございます。譲受人の事由は、「農業経営の拡大」というもので、

取得後は自ら耕作する旨の確約書が添付されております。譲渡人の事由は、「遠隔地で

耕作できないため」というもので、総会資料４ページに案内図がございます。 

議案集５ページをお開き願います。 

５番、長田にお住まいの譲受人が、宝田にお住まいの譲渡人が所有する、宝田の田

１筆、３，０００平方メートルを売買により取得したいという申請でございます。譲

受人の事由は、「現在所有している田に近く、耕作に便利な申請地を取得したい」とい

うもので、取得後は自ら耕作する旨の確約書が添付されております。譲渡人の事由は、

「経営規模の縮小」というもので、総会資料５ページに案内図がございます。 

続きまして、②贈与でございます。１件の申請がございました。 

１番、押畑にお住まいの受贈者が、佐倉市にお住まいの贈与者が所有する大室の田

２筆、合計１，９０７平方メートルの、贈与を受けたいという申請でございます。受

贈者の事由は、「農業経営の拡大」というもので、取得後は自ら耕作する旨の確約書が
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添付されております。贈与者の事由は、「管理の継続が不可能なため」というもので、

総会資料６ページに案内図がございます。 

議案集６ページでございます。 

③使用貸借権の設定でございます。３件の申請がございました。 

１番、下方にお住まいの借受人が、下方にお住まいの貸付人が所有する、下方の田

３筆、合計１，７３４平方メートルに使用貸借権を設定したいという申請でございま

す。借受人の事由は、「父と使用貸借権により権利を設定する」というもので、取得後

は自ら耕作する旨の確約書が添付されております。貸付人の事由は、「農業者年金受給

のため、子と使用貸借権により権利を設定する」というもので、総会資料７ページに

案内図がございます。 

続きまして、２番と３番につきましては、同一の借受人による申請であり、３月７

日開催の第２小委員会におきまして、新規就農に係る面接を行っていただいた案件で

ございます。 

２番、長沼にお住まいの借受人が、長沼にお住まいの貸付人が所有する、長沼の田

２筆、合計２，８３８平方メートルに使用貸借権を設定したいという申請でございま

す。借受人の事由は、「祖母より農地を借り受け、新規に農業経営を開始したい。」と

いうもので、取得後は自ら耕作する旨の確約書が添付されております。貸付人の事由

は、「孫に農地を貸し付ける」というもので、総会資料８ページに案内図がございます。 

３番、同じく長沼にお住まいの借受人が、長沼にお住まいの貸付人が所有する、南

羽鳥の田６筆、合計４，０５０平方メートルに使用貸借権を設定したいという申請で

ございます。借受人の事由は、「父より農地を借り受け、新規に農業経営を開始したい。」

というもので、取得後は自ら耕作する旨の確約書が添付されております。貸付人の事

由は、「子に農地を貸し付ける」というもので、同じく総会資料８ページが案内図でご

ざいます。 

以上で議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について、の説明を終わら

せていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 それでは、農地法第３条①売買について審議いたします。法令に基づく詳細な

説明をお願いします。 

(宮内主査の挙手あり) 

○議長 宮内主査 

○宮内主査 ３条①売買の１番につきましては、提出されました許可申請書及び添付書

類等を事前調査しましたところ、許可基準第１号の「農地のすべてを効率的に利用し

て耕作の事業を行うこと」及び第５号の「経営面積の合計が５０ａ以上であること」
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については、今回取得することにより要件を満たすと思われます。 

許可基準第４号の「農作業に常時従事すること」については、農作業に従事する日

数が年間１５０日以上であり要件を満たしております。 

許可基準第７号の「地域との調和要件」ですが、売買の１番は、田４筆を取得し、

水稲を作付けしたいという営農計画です。 

取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集

団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な

利用の確保に支障を生じないと判断されます。 

以上のことから売買の１番は、農地法第３条第２項各号の不許可の場合に当てはま

らないと判断いたしました。なお、譲受人は認定農業者ではありません。 

３条①売買の２番につきましては、提出されました許可申請書及び添付書類等を事

前調査しましたところ、許可基準第１号の「農地のすべてを効率的に利用して耕作の

事業を行うこと」及び第５号の「経営面積の合計が５０ａ以上であること」について

は、要件を満たしております。 

許可基準第４号の「農作業に常時従事すること」については、農作業に従事する日

数が年間１５０日以上であり要件を満たしております。 

許可基準第７号の「地域との調和要件」ですが、売買の２番は、畑２筆を取得し、

飼料用トウモロコシ及び飼料用麦作、燕麦を栽培したいという営農計画です。 

取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集

団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な

利用の確保に支障を生じないと判断されます。 

以上のことから売買の２番は、農地法第３条第２項各号の不許可の場合に当てはま

らないと判断いたしました。なお、譲受人は認定農業者です。 

３条①売買の３番につきましては、提出されました許可申請書及び添付書類等を事

前調査しましたところ、許可基準第１号の「農地のすべてを効率的に利用して耕作の

事業を行うこと」及び第５号の「経営面積の合計が５０ａ以上であること」について

は、要件を満たしております。 

許可基準第４号の「農作業に常時従事すること」については、農作業に従事する日

数が年間１５０日以上であり要件を満たしております。 

許可基準第７号の「地域との調和要件」ですが、売買の３番は、田１筆を取得し、

水稲を作付したいという計画です。 

取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集

団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な
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利用の確保に支障を生じないと判断されます。 

以上のことから売買の３番は、農地法第３条第２項各号の不許可の場合に当てはま

らないと判断いたしました。なお、譲受人は認定農業者ではありません。 

  ３条①売買の４番につきましては、提出されました許可申請書及び添付書類等を事

前調査しましたところ、許可基準第１号の「農地のすべてを効率的に利用して耕作の

事業を行うこと」及び第５号の「経営面積の合計が５０ａ以上であること」について

は、要件を満たしております。 

許可基準第４号の「農作業に常時従事すること」については、農作業に従事する日

数が年間１５０日以上であり要件を満たしております。 

許可基準第７号の「地域との調和要件」ですが、売買の４番は、畑２筆を取得し、

甘藷を作付けしたいという営農計画です。 

取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集

団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な

利用の確保に支障を生じないと判断されます。 

以上のことから売買の４番は、農地法第３条第２項各号の不許可の場合に当てはま

らないと判断いたしました。なお、譲受人は認定農業者ではありません。 

 ３条①売買の５番につきましては、提出されました許可申請書及び添付書類等を事

前調査しましたところ、許可基準第１号の「農地のすべてを効率的に利用して耕作の

事業を行うこと」及び第５号の「経営面積の合計が５０ａ以上であること」について

は、要件を満たしております。 

許可基準第４号の「農作業に常時従事すること」については、農作業に従事する日

数が年間１５０日以上であり要件を満たしております。 

許可基準第７号の「地域との調和要件」ですが、売買の５番は、田１筆を取得し、

水稲を作付けしたいという営農計画です。 

取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集

団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な

利用の確保に支障を生じないと判断されます。 

以上のことから売買の５番は、農地法第３条第２項各号の不許可の場合に当てはま

らないと判断いたしました。なお、譲受人は認定農業者ではありません。以上でござ

います。 

○議長 続きまして、①売買の１番について、小委員長より小委員会報告をお願いしま

す。 

(森川 小委員長の挙手あり) 
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○議長 森川 小委員長 

○小委員長 去る３月７日、午後１時から、５０３会議室におきまして、第２小委員会

を開催いたしました。委員６名の出席により、本総会に提案される各議案につきまし

て、事前審査を行いました。 

議案第１号、農地法第３条 ①売買の１番につきましては、申請地は、大室共同利

用施設の南西、市道土室大室線の西側に隣接する農地で、田として管理されておりま

した。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上です。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、①売買の１番に関するご意見・ご質問を

お願いします。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、①売買の１番を採決いたします。 

  本案について小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

    (挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第３条①売買の１番は可決されました。 

次に、①売買の２番について、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(森川 小委員長の挙手あり) 

○議長 森川 小委員長 

○小委員長 議案第１号、農地法第３条 ①売買の２番につきましては、申請地は、大

栄十余三区構造改善センターの北、市道新堀１号線を東に入った農地で、畑として管

理されておりました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上です。 

○議長 ただ今の報告につきまして、①売買の２番に関するご意見・ご質問をお願いし

ます。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、①売買の２番を採決いたします。 

  本案について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

 (挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第３条①売買の２番は可決されました。 

次に、①売買の３番について小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(森川 小委員長の挙手あり) 

○議長 森川 小委員長 
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○小委員長 議案第１号、農地法第３条 ①売買の３番につきましては、申請地は、下

方公民館の南、市道宗吾下方線の北側に隣接する農地で、現況は耕作されておらず、

草刈り管理されていました。審査の結果、異議はございませんでした。以上です。 

○議長 ただ今の報告につきまして、①売買の３番に関するご意見・ご質問をお願いし

ます。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、①売買の３番を採決いたします。 

本案について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

(挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第３条①売買の３番は可決されました。 

次に、①売買の４番について小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(森川 小委員長の挙手あり) 

○議長 森川 小委員長 

○小委員長 議案第１号、農地法第３条 ①売買の４番につきましては、申請地は、官

林公民館の南西、市道伊能赤池線の東側に隣接する農地で、畑として管理されており

ました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上です。 

○議長 ただ今の報告につきまして、①売買の４番に関するご意見・ご質問をお願いし

ます。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、①売買の４番を採決いたします。 

本案について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

(挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、①売買の４番は可決されました。 

次に、①売買の５番について小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(森川 小委員長の挙手あり) 

○議長 森川 小委員長 

○小委員長 議案第１号、農地法第３条 ①売買の５番につきましては、申請地は、宝

田公民館の南西、市道宝田新堤線の北側に隣接する農地で、田として管理されており

ました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上です。 

○議長 ただ今の報告につきまして、①売買の５番に関するご意見・ご質問をお願いし

ます。 
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（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、①売買の５番を採決いたします。 

本案について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

(挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、①売買の５番は可決されました。 

続きまして、②贈与について審議いたします。法令に基づく詳細な説明をお願いし

ます。 

（宮内主査の挙手あり) 

○議長 宮内主査 

○宮内主査 ３条②贈与の１番につきましては、提出されました許可申請書及び添付書

類等を事前調査しましたところ、許可基準第１号の「農地のすべてを効率的に利用し

て耕作の事業を行うこと」及び第５号の「経営面積の合計が５０ａ以上であること」

については、要件を満たしております。 

許可基準第４号の「農作業に常時従事すること」については、農作業に従事する日

数が年間１５０日以上であり要件を満たしております。 

許可基準第７号の「地域との調和要件」ですが、贈与の１番は、田２筆を取得し、

水稲を作付けしたいという営農計画です。 

取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集

団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な

利用の確保に支障を生じないと判断されます。 

以上のことから贈与の１番は、農地法第３条第２項各号の不許可の場合に当てはま

らないと判断いたしました。なお、受贈者は認定農業者ではありません。以上でござ

います。 

○議長 次に、②贈与の１番について小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(森川 小委員長の挙手あり) 

○議長 森川 小委員長 

○小委員長 議案第１号、農地法第３条 ②贈与の１番につきましては、申請地は、竜

面集会所の北西、市道芝昭栄線を西に入った農地で、田として管理されておりました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上です。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、②贈与の１番に関するご意見・ご質問を

お願いします。 

（異議なしの声あり） 
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○議長 異議なしの声がございましたので、②贈与の１番を採決いたします。翻案につ

いて小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 挙手全員でございます。よって、②贈与の１番は可決されました。 

 続きまして、③使用貸借権の設定について審議いたします。法令に 

基づく詳細な説明をお願いします。 

（宮内主査の挙手あり) 

○議長 宮内主査 

○宮内主査 ３条③使用貸借権の設定の１番につきましては、提出されました許可申請

書及び添付書類等を事前調査しましたところ、許可基準第１号の「農地のすべてを効

率的に利用して耕作の事業を行うこと」及び第５号の「経営面積の合計が５０ａ以上

であること」については要件を満たしております。 

また、現地は草が生えておりますが、これにつきましては先月貸付人が売買で取得

した際に、３月中に草刈り等を行う旨の復元誓約書が提出されております。 

許可基準第４号の「農作業に常時従事すること」については、農作業に従事する日

数が年間１５０日以上であり要件を満たしております。 

  許可基準第７号の「地域との調和要件」ですが、使用貸借権の設定の１番は、田３

筆を使用貸借し、水稲を作付したいという営農計画です。 

取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集

団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な

利用の確保に支障を生じないと判断されます。 

以上のことから使用貸借権の設定の１番は、農地法第３条第２項各号の不許可の場

合に当てはまらないと判断いたしました。なお、借受人は認定農業者です。 

３条③使用貸借権の設定の２番及び３番につきましては、提出されました許可申請

書及び添付書類等を事前調査しましたところ、許可基準第１号の「農地のすべてを効

率的に利用して耕作の事業を行うこと」及び第５号の「経営面積の合計が５０ａ以上

であること」については、要件を満たしております。 

許可基準第４号の「農作業に常時従事すること」については、農作業に従事する日

数が年間１５０日以上であり要件を満たしております。 

許可基準第７号の「地域との調和要件」ですが、使用貸借権の設定の２番及び３番

は、田８筆を取得し、玉ねぎを作付けしたいという営農計画です。 
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取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集

団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な

利用の確保に支障を生じないと判断されます。 

以上のことから使用貸借権の設定の２番及び３番は、農地法第３条第２項各号の不

許可の場合に当てはまらないと判断いたしました。 

なお、借受人は新規就農者のため、認定農業者ではありません。以上でございます。 

○議長 次に、③使用貸借権の設定の１番について小委員長より小委員会報告をお願い

します。 

 (森川 小委員長の挙手あり) 

○議長 森川 小委員長 

○小委員長 議案第１号、農地法第３条 ③使用貸借権の設定の１番につきましては、

申請地は、公津スポーツ広場の北西、市道下方酒々井線を東に入った農地で、現況は

耕作されておらず、草が生い茂っておりました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上です。 

○議長 ただ今の報告につきまして、③使用貸借権の設定の１番に関するご意見・ご質

問をお願いします。 

〇泉水委員 貸付人の事由が農業者年金受給のためとありますが、使用貸借権を設定し

ないと年金はもらえないのですか。 

〇櫻井振興係長 農業者年金を受給するのに、通常加入ならば、老齢年金だけなのです

が、政策加入をされた方については、経営移譲をすることによって上乗せがもらえる

ことになります。今回の貸付人は、旧年金制度で政策支援を受けていた方なので使用

貸借をして経営移譲することが必要となります。 

○議長 ほかにありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、③使用貸借権の設定の１番を採決いたしま

す。翻案について小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 挙手全員でございます。よって、③使用貸借権の設定の１番は可決されました。  

続きまして、③使用貸借権の設定の２番及び３番については、同一の借受人による 

申請で関連がございますので、一括して審議いたします。 

小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(森川 小委員長の挙手あり) 

○議長 森川 小委員長 
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○小委員長 議案第１号、農地法第３条 ③使用貸借権の設定の２番及び３番につきま

しては、申請地は、長沼保育園の東及び西、市道長沼宮ノ前線を西に入った農地及び

国道４０８号を南に入った農地で、畑として耕作及び管理されておりました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上です。 

○議長 ただ今の報告につきまして、③使用貸借権の設定の２番及び３番に関するご意

見・ご質問をお願いします。 

〇矢﨑委員 ２番の貸付人が３番の貸付人に中間管理機構を通じて貸していたものを、

今回解約して３番の息子に新たに契約をする場合でも新規就農扱いになるのであれば、

その要件などを教えてください。 

〇宮内主査 ３番の貸付人の方は現在認定農業者でかなりの面積を耕作しています。そ

のお子さんが水田を借り受けるのですが、営農内容が水稲ではなく、畑作をするとい

うことで新規就農になるということです。 

〇小川委員 孫と子供に貸し付けているということですが、２番が２，８００平方メー

トル、３番が４，０００平方メートルですが、５反部要件は満たされるのですか。 

〇宮内主査 単独では確かに５反部にはならないのですが、借受人側から見て２つ合わ

せて、５反部を超えているので問題はありません。 

〇藤﨑茂雄委員 新規就農の補助金の対象になるのですか。 

〇宮内主査 農政課に確認したところ、認定新規就農者扱いになり、補助金対象者にな

るとのことでした。 

〇議長 ほかにありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、③使用貸借権の設定の２番及び３番を採決

いたします。なお、採決は案件ごとに行います。まず、③使用貸借権の設定２番につ

いて小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 挙手全員でございます。よって、③使用貸借権の設定の２番は可決されました。 

  次に、③使用貸借権の設定の３番を採決します。本案について小委員長 

報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 挙手全員でございます。よって、③使用貸借権の設定の２番は可決されました。 

  以上で、議案第１号の審議を終わらせていただきます。 

 

○議長 次に、議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請について、を提案いた
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します。事務局より説明をお願いします。 

 (井上事務局長の挙手あり) 

○議長 井上事務局長 

○井上事務局長  議案集７ページをお開き願います。 

 議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請について、でございます。 

  ２件の申請がございました。 

  １番、本三里塚にお住まいの申請人が、本三里塚の畑１筆、９７５平方メートルを、

社会福祉施設用地として、転用したいという申請でございます。 

総会資料９ページに案内図、１０ページに公図の写しがございます。   

続きまして２番、山之作にお住まいの申請人が、川栗の畑１筆、５，３３２平方メ

ートルの内、２５１平方メートルを、専用住宅用地として、転用したいという申請で

ございます。 

総会資料１１ページに案内図、１２ページに公図の写しがございます。 

以上で議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請について、の説明を終わら

せていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 それでは、農地法第４条の１番について審議いたします。 

法令に基づく詳細な説明をお願いします。 

 (高木主査の挙手あり) 

○議長 高木主査 

○高木主査 ４条の１番です。 

農地の区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団農地のため、第２種農地

に該当します。 

  転用目的は、社会福祉施設用地です。 

 資力及び信用については、融資見込証明書が添付されており、信用性について問題

となる点は認められません。 

  申請の用途に供することの確実性については、令和４年４月１日着手、令和４年９

月３０日完了の予定です。 

 行政庁の許認可等の見込みについて、都市計画法につきましては、開発許可申請書

が近日中に提出される見込です。 

 計画面積の妥当性については、９７５平方メートルの敷地に、建築面積約４８９平

方メートルの障がい者グループホームを設ける計画であり、事業計画書及び土地利用

計画図を審査した結果、妥当な面積であると判断しました。 

  周辺農地の営農への支障について、雨水による土砂の流出防止については、埋め立
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て及び整地を行い、雨水貯留浸透施設により地下浸透処理とし、オーバーフロー分を

道路側溝へ放流する計画です。 

また、農業用の用排水施設への支障、集団的に存在する農地の分断、日照及び通風

等への支障はありません。 

その他の検討事項については、該当ありません。以上でございます。 

○議長 次に、①売買の１番につきまして小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(森川 小委員長の挙手あり) 

○議長 森川 小委員長 

○小委員長 議案第２号、農地法第４条の１番につきましては、申請地は、本三里塚共

同利用施設の北西、市道三里塚針ヶ沢線の西側に隣接する農地で、畑として管理され

ておりました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上です。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、農地法第４条の１番に関する、ご意見・

ご質問をお願いします。 

（異議なしの声あり） 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、農地法第４条の１番に関する、ご意見・

ご質問をお願いします。 

(挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第４条の１番は可決されました。 

続きまして、農地法第４条の２番について審議いたします。 

法令に基づく詳細な説明をお願いします。 

    (高木主査の挙手あり) 

○議長 高木主査 

○高木主査 ４条の２番です。 

農地の区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団農地のため、第２種農地

に該当します。 

 転用目的は、専用住宅用地です。 

 資力及び信用については、残高証明書が添付されており、信用性について問題とな

る点は認められません。 

  申請の用途に供することの確実性については、令和４年４月２０日着手、令和４年

８月１０日完了の予定です。 

  行政庁の許認可等の見込みについて、道路法につきましては、道路工事施行承認書

が近日中に提出される見込です。 
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  計画面積の妥当性については、２５１平方メートルの敷地に、建築面積約６６平方

メートルの専用住宅を設ける計画であり、指針に示す基準の範囲内であり、かつ一般

専用住宅の上限である、おおむね５００平方メートルを下回っていることから妥当な

計画面積となっております。 

 周辺農地の営農への支障について、雨水による土砂の流出防止については、盛土の

上で整地を行い、流出を防止した上で自然浸透とする計画です。 

また、農業用の用排水施設への支障、集団的に存在する農地の分断、日照及び通風

等への支障はありません。 

その他の検討事項については、該当ありません。以上でございます。 

○議長 次に、農地法第４条の２番につきまして、小委員長より小委員会報告をお願い

します。 

(森川 小委員長の挙手あり) 

○議長 森川 小委員長 

○小委員長 議案第２号、農地法第４条の２番につきましては、申請地は、遠山公民館

の南西、市道大清水東和田線の北側に隣接する農地で、畑として管理されておりまし

た。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上です。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、農地法第４条の２番に関する、ご意見・

ご質問をお願いします。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、農地法第４条の２番を採決いたします。小

委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

   (挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第４条の２番は可決されました。 

以上で、議案第２号の審議を終わらせていただきます。 

 

○議長 次に、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請について、を提案いた

します。事務局より説明をお願いします。 

(井上事務局長の挙手あり) 

○議長 井上事務局長 

○井上事務局長 議案集８ページをお開き願います。 

議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請について、でございます。１件の

申請がございました。 
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①売買でございます。 

１番、譲受人である名木の法人が、郷部にお住まいの譲渡人が所有する名木の畑１

筆、６６４平方メートルを売買により取得し、車両置場及び資機材置場用地として転

用したいという申請でございます。資料につきましては、総会資料１３ページに案内

図、１４ページに公図の写しがございます。 

以上で議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請について、の説明を終わら

せていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 それでは、①売買の１番について審議いたします。法令に基づく詳細な説明を

お願いします。 

(高木主査の挙手あり) 

○議長 高木主査 

○高木主査 ５条①売買の１番です。 

農地の区分は、農用地区域内にある農地のため、令和３年９月９日公告により除外

済みです。除外後は、農業公共投資の対象となっていない小集団農地のため、第２種

農地に該当します。 

  転用目的は、土木、とび土工及び舗装工事業を営む法人の車両置場、大型車３台、

普通車７台及び資機材置場用地です。 

  資力及び信用について、申請に係る農地は平成１３年頃より、既に車両及び資機材

置場として使用しており、農地法５条の手続きを行わず使用してしまい誠に申し訳ご

ざいません。今後は農地法を遵守する旨の始末書が添付されています。また、今まで

無償により使用していた農地を売買により取得したいという申請で、土地代金分の残

高証明書が添付されております。 

  計画面積の妥当性については、６６４平方メートルの敷地に、車両置場として大型

車３台、普通車７台及び資機材置場を設ける計画であり、事業計画書及び土地利用計

画図を審査した結果、妥当な面積であると判断しました。 

 周辺農地の営農への支障について、雨水による土砂の流出防止については、申請に

係る農地はほぼ平坦な土地なので、敷地内の自然浸透処理としております。 

また、農業用の用排水施設への支障、集団的に存在する農地の分断、日照及び通風

等への支障はありません。 

その他の検討事項については、該当ありません。以上でございます。 

○議長 次に、①売買の１番につきまして、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(森川 小委員長の挙手あり) 

○議長 森川 小委員長 
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○小委員長 議案第３号、農地法第５条 ①売買の１番につきましては、 

  申請地は、大栄消防署下総分署の南西、市道高青山旧県道線の東側に隣接する農地

で、現況は車両及び資機材置場として使用されていました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上です。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、①売買の１番に関する、ご意見・ご質問

をお願いします。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、①売買の１番を採決いたします。小委員長 

報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

   (挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、①売買の１番は可決されました。 

以上で、議案第３号の審議を終わらせていただきます。 

 

○議長 それでは、議案第４号、農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明願に 

ついて、を提案いたします。事務局より説明をお願いします。 

(井上事務局長の挙手あり) 

○議長 井上事務局長 

○井上事務局長 議案集９ページをお開き願います。 

議案第４号、農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明願について、でござ 

います。１件の申請がございました。 

  本来、農地の地目変更登記手続きに際しましては、農地法による許可書に基づいた 

転用事実確認証明書を添付しなければ地目変更をすることはできません。今回の申請 

は農地法の所定の許可を得ないまま２０年以上経過し、この間、農地法第５１条の規 

定による違反転用の処分を受けていない土地について、農地法の規定に基づく許可を 

要しない旨の千葉県知事等の証明を受けようとするものでございます。 

１番、十余三にお住まいの申請人が、十余三の畑３筆、合計２，５１６平方メート 

ルを「昭和４６年から宅地及び雑種地として使用しているため、地目変更をしたい」

との事由により、農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明願が提出されたも

のでございます。証明願には、２０年以上前に撮影（平成１３年１月６日撮影）され

た航空写真が添付されており、この間、農地法第５１条の規定による違反転用の処分

は受けておりません。総会資料１５ページに案内図、１６ページに公図の写しがござ

います。 

  なお、この証明は、千葉県農地転用関係事務指針に基づくものであり、証明の主な 
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目的としましては、本来は、農地法に基づく農地転用許可が必要であるにもかかわら 

ず、許可を受けずに不動産登記法の手続きのみで地目変更がなされることを抑制する 

ため、法務局及び登記官の協力を得て、指導による農地法等の法令遵守の効果を期待 

するものであって、不動産登記法による登記手続の運用を妨げるものではないとされ 

ております。 

以上で議案第４号、農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明願について、

の説明を終わらせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 次に、議案第４号について、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(森川 小委員長の挙手あり) 

○議長 森川 小委員長 

○小委員長 議案第４号、農地法の規定に基づく、許可を要しない土地の証明願につき 

ましては、申請地は、成田遠山郵便局の北東、市道十余三瓜生地内線の東側に隣接す 

る農地で、既に宅地として使用されていました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上です。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、ご意見・ご質問をお願いします。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、議案第４号を採決いたします。 

  本案について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

(挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、本案は可決されました。 

以上で、議案第４号の審議を終わらせていただきます。 

  

  暫時休憩します。 委員はそのままお待ちください。 

 （議長が桧垣会長より交代し、秋山職務代理が着席。檜垣会長は自席へ） 

○議長 （秋山職務代理が議長）再開します。 続きまして、議案第５号、令和４年度 

第１次 農用地 利用集積計画の決定については、農業委員会等に関する法律第３１条

の規定により檜垣委員、大竹委員、小川委員は議事に参与できませんので、暫時退室

願います。 

  （檜垣委員、大竹委員、小川委員 退室） 

○議長 それでは、議案第５号、令和４年度第１次農用地利用集積計画の決定について、

を提案いたします。事務局より説明をお願いします。 

(井上事務局長の挙手あり) 

○議長 井上事務局長 
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○井上事務局長 議案集１０ページをお開き願います。 

  議案第５号、令和４年度第１次農用地利用集積計画の決定について、でございます。

成田市長より農業経営基盤強化促進法第１８条の規定により１１ページ記載のとお 

り、令和４年度第１次農用地利用集積計画（案）の協議がありましたので、提出いた 

します。 

  計画の概略につきまして、１２ページから１５ページの総括表により、ご説明いた 

します。なお、詳細の農用地利用集積計画一覧表につきましては、１６ページから５

５ページをご覧ください。 

  それでは、１２ページでございます。 

１．利用権設定の使用貸借権でございます。 

契約期間４年２か月のものが、１８８平方メートル、田１筆１件で、詳細は１６ペ 

ージの１番でございます。 

契約期間５年のものが、９４８平方メートル、田１筆１件で、詳細は１６ページの 

２番でございます。 

続きまして、賃借権でございます。 

契約期間３年のものが、１７，７０１平方メートル、畑８筆４件で、詳細は１６ペ 

ージの３番から６番でございます。 

契約期間５年のものが、２，９９２平方メートル、田１筆１件で、詳細は１６ペー 

ジの７番でございます。 

  契約期間６年のものが、２，０２７平方メートル、田４筆１件で、詳細は１６ペー 

ジの８番でございます。 

合計の契約面積は、２３，８５６平方メートル、田７筆４件、６，１５５平方メー 

トル、畑８筆４件、１７，７０１平方メートルでございます。 

内訳につきましては、すべて再設定でございます。 

 議案集１３ページをお開き願います。 

  ２－１．集積計画一括方式による利用権設定の使用貸借権でございます。 

  契約期間１０年のものが、５，８０５平方メートル、田８筆４件 ４，５４３平方 

メートル、畑１筆１件、１，２６２平方メートルで、詳細は１７ページの１番から５ 

番でございます。 

続きまして、賃借権でございます。 

  契約期間１０年のものが、５３３，５４３平方メートル、田３８０筆７９件、５２ 

６，９３１平方メートル、畑３筆２件、６，６１２平方メートルで、詳細は１７ペー 

ジの６番から３３ページの８６番でございます。 
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契約期間１３年８か月のものが、５，８２６平方メートル、田６筆１件、詳細は３ 

３ページの８７番でございます。 

契約期間２０年のものが、１０，７０１平方メートル、田４筆１件、詳細は３３ペ 

ージの８８番でございます。 

合計の契約面積は、５５５，８７５平方メートル、田３９８筆８５件で、５４８， 

００１平方メートル、畑４筆３件で、７，８７４平方メートルでございます。 

内訳につきましては、新規設定が契約面積２０４，７３７平方メートル、田１１８ 

筆２５件、２００，０９４平方メートル、畑１筆１件、４，６４３平方メートル、再

設定は契約面積３５１，１３８平方メートル、田２８０筆６３件、３４７，９０７平

方メートル、畑３筆２件、３，２３１平方メートルでございます。 

続きまして、議案集１４ページでございます。 

２－２．集積計画一括方式による利用権設定の転貸でございます。詳細につきまし 

ては、議案集３５ページから５２ページの農用地利用集積計画一覧表のとおりでござ

いますが、中間管理権に基づく転貸となるため、先ほどご説明いたしました、２－１．

集積計画一括方式による利用権設定と同じ数値となっておりますので、ご確認くださ

いますようお願いいたします。 

  続きまして、３．所有権移転でございます。１件ございました。詳細につきまして 

は、議案集の５３ページによりご説明いたします。 

  １番、譲受人である野馬込の法人が、飯田町にお住まいの譲渡人が所有する、名古 

屋及び高倉の田及び畑１３筆、合計１８，２２３．３１平方メートルを、成田市農業

経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に基づき売買をするものでございます。

移転時期は令和４年４月１５日でございます。 

なお、本件につきましては、先月２月９日に開催されました第２０回総会、報告第 

３号によりご報告させていただきました案件であり、所有者の申出により、本農業委

員会があっせんを行い、所有権移転に結びついたものでございます。 

続きまして、議案集１５ページにお戻りください。 

４．利用権設定、成田国際空港株式会社所有分農地について、でございます。 

まず、使用貸借権でございます。 

  契約期間１年のものが、３０，８０１平方メートル、田２筆２件、３，２２２平方 

メートル及び畑１７筆４件、２７，５７９平方メートルで、詳細は５４ページの１番 

から４番でございます。 

 次に、賃借権でございます。 

  契約期間１年のものが、１７，６０６．９７平方メートル、畑１１筆２件、８，６ 
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３７平方メートル及び農業用施設用地１３筆１件、８，９６９．９７平方メートルで、 

詳細は５４ページの５番から５５ページの７番でございます。 

 合計の契約面積は、４８，４０７．９７平方メートル、田２筆２件、３，２２２平 

方メートル、畑２８筆６件、３６，２１６平方メートル、農業用施設用地１３筆１件、 

８，９６９．９７平方メートルでございます。  

内訳につきましては、新規設定が契約面積２，４６７平方メートル、畑８筆１件、 

再設定が契約面積４５，９４０．９７平方メートル、田２筆２件、３，２２２平方メ

ートル、畑２０筆５件、３３，７４９平方メートル、農業用施設用地１３筆１件、８，

９６９．９７平方メートルでございます。 

以上で議案第５号、令和４年度第１次農用地利用集積計画の決定について、の説明 

を終わらせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 次に、議案第５号について、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(森川 小委員長の挙手あり) 

○議長 森川 小委員長 

○小委員長 議案第５号、令和４年度 第１次 農用地 利用集積計画の決定につきまして 

は、議案集５５ページの成田国際空港株式会社分の７番において、現況地目が農業用 

施設とは何の施設かとの問いがあり、JA成田市の園芸センター等の施設がありますと 

のことでした。 

ほかに質疑はなく、審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、ご意見・ご質問をお願いします。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、議案第５号、令和４年度第１次農用地利用

集積計画の決定について、を採決いたします。 

  本案について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

(挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、議案第５号、令和４年度第１次農用地利用集 

積計画の決定については可決されました。 

以上で、議案第５号の審議を終わらせていただきます。 

退室されていた委員の入室をお願いします。 

（檜垣委員、大竹委員、小川委員 入室）  

○議長 暫時休憩します。 委員はそのままお待ちください。 

（議長が秋山職務代理より檜垣会長に交代し着席。秋山職務代理は自席へ） 

○議長 （檜垣会長） 再開します。 
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それでは、議案第６号、あっせんの実施について、を提案いたします。 

事務局より説明をお願いします。 

(井上事務局長の挙手あり) 

○議長 井上事務局長 

○井上事務局長 議案集５６ページをお開き願います。 

議案第６号、あっせんの実施について、でございます。 

成田市農業委員会農地移動適正化あっせん基準第７条の規定により、あっせんの申

し出がありましたので、あっせんの実施、相手方候補者の選定、及びあっせん委員の

指名についてご審議いただくものでございます。 

①売買でございます。 

１番、東京都板橋区にお住まいの申出者より、竜台の田２筆、合計２，３１６平方

メートルを売り渡したいとの申し出がございました。この申し出は、あっせん基準第

８条第１項第１号のア、あっせんを行うことを適当とすべき、農用地等の所有者から

農用地等の売渡し、貸付け又は交換の申し出に該当しておりますので、まず、あっせ

んの実施の承認と、同基準第９条の規定により相手方となるべき候補者を議案に記載

のとおり選定してよろしいか、ご審議をお願いいたします。 

 相手方候補者につきましては、あっせん候補者名簿より、申出のあった土地の周辺

で耕作する認定農業者４名を選定しており、あっせんの順位につきましては、同基準

第５条第１項第１号の規定により、農地の集団化・経営の効率化などの５つの要件を

総合的に判断し、決めておりますが、順位１番から４番目まで、竜台にお住まいの方

が候補者となっております。 

次に、あっせんを実施する場合は、同基準第１１条の規定により農業委員の中から

あっせん委員２名を指名し、あっせんを行うことになりますので、議案に記載のとお

り、諏訪惠昨委員と諏訪和惠委員を指名してよろしいか、ご審議いただくものでござ

います。 

  なお、あっせんが成立し、農業経営基盤強化促進法等により所有権移転した場合は、

譲渡所得から８００万円を控除できる特別控除を受けられるメリットがございます。 

以上で議案第６号、あっせんの実施についての説明を終わらせていただきます。ご

審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 次に、議案第６号について、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(森川 小委員長の挙手あり) 

○議長 森川 小委員長 

○小委員長 議案第６号、あっせんの実施につきましては、 特に質疑はなく、審査の
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結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、ご意見・ご質問をお願いします。 

〇矢﨑委員 この申出者は東京にお住いの方のようですが、あっせんのことをどのよう

な経緯で知ったのか。わかる範囲で教えてください。 

〇鎌形農地係長 成毛推進委員の紹介のようです。 

〇諏訪惠昨委員 成毛推進委員から連絡は受けています。成毛さんの同級生だそうです。

やり取りは成毛さんにお願いしました。 

〇議長 ほかにありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、「あっせんの実施及び相手方候補者の選定に

ついて」と「あっせん委員の指名について」に分けて採決いたします。 

まず、あっせんの実施及び相手方候補者の選定について、を採決いたします。賛成

の委員の挙手を求めます。 

    (挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、あっせんの実施及び相手方候補者の選定につ 

いては、可決されました。 

次に、あっせん委員の指名について、を採決いたします。 

賛成の委員の挙手を求めます。 

    (挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、あっせん委員の指名については、可決されま 

した。 

以上で、議案第６号の審議を終わらせていただきます。 

 

○議長 次に、議案第７号、令和４年度 成田市 農作業標準賃金 及び機械作業標準料金

の設定について、を提案いたします。事務局より説明をお願いします。 

(井上事務局長の挙手あり) 

○議長 井上事務局長 

○井上事務局長 議案集５７ページをお開き願います。 

  議案第７号、令和４年度成田市農作業標準賃金及び機械作業標準料金の設定につい

て、でございます。 

議案集５８ページをご覧ください。料金につきましては、内税で表示しております

のでご了承ください。 

１．の農作業標準賃金につきましては、千葉県農業会議の算出額を使用いたします
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が、水田作業は１日当たり９，９００円、畑作業は１日当たり８，５００円、ともに

前年度と同額でございます。 

  次に、２．の機械作業標準料金につきましても、畑耕起を除き、千葉県農業会議の

算出額を使用いたします。水田耕起は１０ａ当たり６，３００円、水田代かきは１０

ａ当たり６，６００円、畦塗りは１ｍ当たり３８円、植付けは１０ａ当たり８，２０

０円、刈取脱穀は１０ａ当たり１８，０００円、乾燥調整は６０㎏当たり２，９００

円、育苗は１箱当たり７６０円、畑耕起は、市独自で計算し、１０ａ当たり６，１０

０円と算出いたしました。 

 前年度と比較いたしますと、値上がりした料金がありますが、機械本体代の上昇及

び燃料価格の値上がりによるものでございます。 

  なお、本案につきましては、総会にて議決がされましたら、「広報なりた」、市のホ

ームページ、農業委員会だよりなどでお知らせしてまいります。 

以上で議案第７号、令和４年度成田市農作業標準賃金及び機械作業標準料金の設定

についての説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 次に、議案第７号について、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(森川 小委員長の挙手あり) 

○議長 森川 小委員長 

○小委員長 議案第７号、令和４年度 成田市農作業標準賃金及び機械作業標準料金の 

設定につきましては、特に質疑はなく、審査の結果、異議はございませんでした。 

以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、ご意見・ご質問をお願いします。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、議案第７号、令和４年度成田市農作業標準

賃金及び機械作業標準料金の設定について、を採決いたします。本案について、小委

員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

   (挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、議案第７号、令和４年度成田市農作業標準賃

金及び機械作業標準料金の設定につきましては、可決されました。 

以上で、議案第７号の審議を終わらせていただきます。 

 

○議長 次に、報告第１号、専決処分について、を議題とします。 

事務局より説明をお願いします。 

(井上事務局長の挙手あり) 
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○議長 井上事務局長 

○井上事務局長 議案集５９ページをお開きください。 

報告第１号、専決処分について、でございます。成田市農業委員会事務局処務規程

第７条第１項の規定により専決処分をしましたので報告いたします。 

 議案集６０ページでございます。 

①農地法第３条の３第１項の規定による届出でございます。 

９件の届出がございました。この届出は、相続等により農地の権利を取得した場合

の届出でございます。内容につきましては、記載のとおりでございます。書類を受理

し、専決処分をいたしました。 

続きまして、議案集６３ページをお開きください。 

②農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出でございます。 

２件の届出がございました。この届出は、市街化区域内の農地の所有者が、自ら農

地を転用する場合の届出でございます。内容につきましては、記載のとおりでござい

ます。添付書類も含め完備しておりましたので、書類を受理し、専決処分をいたしま

した。 

議案集６４ページでございます。 

③農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出でございます。 

９件の届出がございました。この届出は、市街化区域内の農地を、所有者以外の者

が、権利の移転や設定を受けて、転用する場合の届出でございます。内容につきまし

ては、記載のとおりでございます。添付書類も含め完備しておりましたので、書類を

受理し、専決処分をいたしました。 

議案集６７ページをお開きください。 

④転用事実確認証明でございます。 

４条で２件の証明願がございました。この証明は、転用の許可や届出後に申請内容

どおり転用が完了しているかどうかを確認して、証明書を交付しているものでござい

ます。内容につきましては、記載のとおりでございます。添付書類も含め完備してお

り、事務局職員が転用事実について現地調査したところ、記載内容のとおりでしたの

で、事務局長専決により証明書を交付いたしました。 

議案集６８ページをお開きください。 

⑤引き続き農業経営を行っている旨の証明書でございます。 

１件の申請がございました。贈与税、相続税の納税猶予を受けている者は、引き続

き納税猶予を受けるためには、３年毎に、納税猶予の継続届出書に本証明を添付して、

税務署に提出しなければならないため、証明願いがあったものでございます。  
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１番、不動ヶ岡にお住まいの申請者より、相続税の納税猶予を受けている不動ヶ岡

の畑４筆、合計４，２５９平方メートルについて、引き続き耕作し、農業経営を行っ

ている旨の証明願いがございました。 

事務局職員が現地調査を行い、農地が良好に管理されていることを確認しましたの

で、事務局長専決により証明書を交付いたしました。 

以上で報告第１号、専決処分について、を終わらせていただきます。よろしくお願

いいたします。  

○議長 ただ今の説明に関連して、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(森川 小委員長の挙手あり) 

○議長 森川 小委員長 

○小委員長 報告第１号 専決処分につきましては、質問等は、ございませんでした。

以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、ご意見・ご質問をお願いします。 

(なしの声あり) 

○議長 質問等がないようですので、報告第１号を終了させていただきます。 

 

○議長 それでは、報告第２号、農地法第１８条第６項の規定による通知について、を

議題とします。事務局より説明をお願いします。 

 (井上事務局長の挙手あり) 

○議長 井上事務局長 

○井上事務局長 議案集６９ページをお開きください。 

  報告第２号、農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございます。 

２２件の通知がございました。賃借人及び賃貸人双方の合意に基づく賃貸借契約の

合意解約通知でございます。添付書類も含め完備しておりましたので、書類を受理い

たしました。 

  以上で、報告第２号、農地法第１８条第６項の規定による通知について、を終わら

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長 次に、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(森川 小委員長の挙手あり) 

○議長 森川 小委員長 

○小委員長 報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知につきましては、質

問等は、ございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、ご意見・ご質問をお願いします。 
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 (なしの声あり) 

○議長 質問等がないようですので、報告第２号を終了させていただきます。 

 

○議長 次に、報告第３号、農地利用状況調査の結果について、を議題とします。 

事務局より説明をお願いします。 

(井上事務局長の挙手あり) 

○議長 井上事務局長 

○井上事務局長 議案集７７ページをお開きください。 

  報告第３号、農地利用状況調査の結果について、でございます。昨年７月から９月

にかけて、農地利用最適化推進委員に行っていただきました、農地法第３０条第１項

の規定に基づく、利用状況調査の結果について、ご報告いたします。 

 議案集７８ページ下段の合計欄をご覧ください。 

調査を行った農地は、全体で７万３，３４１筆、７，６１６万５，１２４平方メー

トルで、昨年より５７万１，６７１平方メートル増加しております。 

この内、適正に耕作・管理されている農地は、５万２，５９３筆、６，３７９万５，

０１４平方メートルで、全体の約８３．８％、昨年より１４５万４，２５４平方メー

トル増加しております。 

 次に、草刈等で解消可能な遊休農地は、４，３５３筆、２８３万４，３２９平方メ

ートルで、全体の約３.７％、昨年より８０万１，５３２平方メートル減少しておりま

す。 

  次に、基盤整備を要する遊休農地は、８，５４７筆、５３８万４，３３２平方メー

トルで、全体の約７.１％、昨年より２４万５，６３９平方メートル減少しております。 

 次に、農地以外に利用されている農地は、７，８４８筆、４１５万１，４５０平方

メートルで、全体の約５.５％、昨年より１６万４，５８８平方メートル増加しており

ます。 

 次に、農業振興地域内農用地における遊休農地は、５，１９０筆、３８３万２，１

１１平方メートルで、全体の約５.０％でございました。 

昨年の状況と比較いたしますと、適正に管理耕作されている農地が、約１４５ヘク

タール増加した一方、遊休農地も約１０５ヘクタール減少しました。なお、遊休農地

率は、約１０．８％であり、約１．５パーセント減少しております。 

  以上で、報告第３号、農地利用状況調査の結果について、を終わらせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長 次に、小委員長より小委員会報告をお願いします。 



- 30 - 

 

(森川 小委員長の挙手あり) 

○議長 森川 小委員長 

○小委員長 報告第３号 農地利用状況調査の結果につきましては、質問等は、ござい

ませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、ご意見・ご質問をお願いします。 

(なしの声あり) 

○議長 質問等がないようですので、報告第３号を終了させていただきます。 

 

○議長 それでは、報告第４号、農地法の許可を要しない農地転用について、を議題と

します。事務局より説明をお願いします。 

    (井上事務局長の挙手あり) 

○議長 井上事務局長 

○井上事務局長 議案集７９ページをお開きください。 

  報告第４号、農地法の許可を要しない農地転用について、でございます。 

２件の届出がございました。  

①農地法施行規則第５３条第１４号の規定による届出といたしまして、認定電気通

信事業者が行う中継施設等の設置が２件ございました。携帯電話無線基地局設置に伴

う届出であり、添付書類も含め完備しておりましたので、書類を受理いたしました。 

 以上で報告第４号、農地法の許可を要しない農地転用について、を終わらせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

○議長 次に、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(森川 小委員長の挙手あり) 

○議長 森川 小委員長 

○小委員長 報告第４号、農地法の許可を要しない農地転用につきましては、質問等は、

ございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、ご意見・ご質問をお願いします。 

 (なしの声あり) 

○議長 質問等がないようですので、報告第４号を終了させていただきます。 

 

○議長 次に、報告第５号、農地等の現況に関する照会について、を議題とします。事

務局より説明をお願いします。 

     (井上事務局長の挙手あり) 

○議長 井上事務局長 
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○井上事務局長  議案集８０ページをお開きください。 

  報告第５号、農地等の現況に関する照会について、でございます。 

①法務局の照会分として、千葉地方法務局成田出張所より１件、②成田市から２件、

合計３件の農地等の現況に関する照会がございました。 

運営委員会などの際に現地調査を行っていただいた結果、記載内容のとおり、回答

しましたのでご報告いたします。 

以上で報告第５号、農地等の現況に関する照会について、を終わらせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長 ただ今の報告に関連して、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(森川 小委員長の挙手あり) 

○議長 森川 小委員長 

○小委員長 報告第５号 農地等の現況に関する照会につきましては、 質問等は、ご

ざいませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、ご意見・ご質問をお願いします。 

 (なしの声あり) 

○議長 質問等がないようですので、報告第５号を終了させていただきます。 

  以上で、本日の議案審議並びに報告事項は、すべて終了いたしました。 

長時間にわたり慎重審議、誠にありがとうございました。 

これを持ちまして、第２１回成田市農業委員会総会を閉会いたします。 

（閉会 午後３時１０分） 

 

 

上記のとおり会議次第を記載し、相違ないことを証するため署名する。 

 

令和４年３月１１日 

 

議事録署名人 

                                  

 

                                  

 

                                  


